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第55回  
史跡八橋かきつばたを写す会 
入賞者決定 

□入賞者一覧 （敬称略） 

賞 

推　薦 

特　選 

 

 

入　選 

氏名（住所） 

岡田泰之（刈谷市） 

中野英意（豊田市） 

小久江正博（西尾市） 

佐藤京子（知立市） 

大見恭三（豊田市） 

小阪井賢児（岐阜県各務原市） 

大口　夫（刈谷市） 

 

 

斎藤和子（安城市） 

大口芳子（刈谷市） 

服部孝子（蒲郡市） 

小林和夫（海部郡蟹江町） 

内藤和幸（安城市） 

白倉正彦（豊川市） 

賞 

準特選
 

 

 

 

入　選 

氏名（住所） 

青山芳彦（名古屋市南区） 

杉山雅則（岡崎市） 

鈴木勝則（碧南市） 

菱木一光（知立市） 

渡辺治継（名古屋市緑区） 

永井久芳（豊田市） 

鈴木教文（岐阜県多治見市） 

斉藤紀生（安城市） 

 

生田偵子（知立市） 

杉浦幸雄（安城市） 

大高安司（西尾市） 

阿形弘（岡崎市） 

小伊豆忠（知立市） 

　県の花、市の花である「かきつばた」を広く紹介し、観光宣伝
に使用することを目的に開催された「史跡八橋かきつばたを写す
会」の入賞者が決定しました。 
　今年度は381点の応募作品の中から厳選なる審査の結果、「推薦」
の岡田泰之さんを始め、次の皆さんが入賞されました。 
　なお、入賞作品は6月28日c～7月10日aまで、中央公民館1階
ホールで展示しますのでぜひご覧ください。 
s問合せ　観光協会事務局（経済課内　内線211・212） 

第55回  
史跡八橋かきつばたを写す会 
入賞者決定 

推薦「かきつばた咲く庭園」 
　　　　　　　　　　岡田泰之さん撮影 

     
　
夏
本
番
を
迎
え
、
海
や
山
の
レ
ジ
ャ
ー

シ
ー
ズ
ン
の
本
格
的
な
到
来
と
な
り
ま
す
。 

　
こ
の
時
期
は
、
暑
さ
や
レ
ジ
ャ
ー
の
疲

れ
か
ら
注
意
力
が
散
漫
と
な
っ
た
運
転
者

と
、
外
出
の
機
会
が
増
え
る
子
ど
も
や
、

暑
さ
で
体
力
の
低
下
が
心
配
さ
れ
る
高
齢

者
の
交
通
事
故

の
危
険
が
高
ま

り
ま
す
。 

　
ま
た
、
夏
特

有
の
開
放
感
か

ら
、
ス
ピ
ー
ド

の
出
し
過
ぎ
や

飲
酒
運
転
に
よ

る
重
大
事
故
の
多
発
も
心
配
さ
れ
ま
す
。 

　
そ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
重
点
項
目
を
か

か
げ
、
夏
の
交
通
安
全
運
動
を
展
開
し
、

交
通
事
故
の
防
止
を
図
り
ま
す
。 

・
子
ど
も
と
高
齢
者
を
交
通
事
故
か
ら
守

ろ
う
。 

・
す
べ
て
の
座
席
で
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ

イ
ル
ド
シ
ー
ト
を
正
し
く
着
用
し
よ
う
。 

・
飲
酒
運
転
を
根
絶
し
よ
う
。 

      

　
環
境
省
で
は
、
温
暖
化
防
止
の
た
め
、

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
施
設
や
家
庭
の
電
気
を
消

し
て
い
た
だ
く
よ
う
呼
び
掛
け
る
「
Ｃ
Ｏ
２

削
減
／
ラ
イ
ト
ダ
ウ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」

を
行
っ
て
お
り
、
７
月
７
日
e
（
七
夕
・

ク
ー
ル
ア
ー
ス
デ
ー
）
に
午
後
８
時
〜
10

時
ま
で
の
２
時
間
程
度
、
施
設
や
事
業
所
、

家
庭
な
ど
で
一
斉
に
電
気
を
消
す
「
七
夕

ラ
イ
ト
ダ
ウ
ン
」
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
に
慣
れ
た
日
常
生
活
の
中
、

い
か
に
照
明
を
使
用
し
て
い
る
か
を
実
感

し
、
地
球
温
暖
化
に
つ
い
て
考
え
て
い
た

だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。 

　
今
年
は
、
特
に
節
電
が
求
め
ら
れ
る
６

月
22
日
〜
８
月
末
日
を
対
象
に
、「
昼
も

夜
も
ラ
イ
ト
ダ
ウ
ン
２
０
１
１
」（
こ
の

夏
の
電
力
消
費
抑
制
に
寄
与
す
る
た
め
、

昼
夜
そ
れ
ぞ
れ
任
意
２
時
間
以
上
の
消
灯
）

を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。 

 
＊
ク
ー
ル
ア
ー
ス
デ
ー
：
地
球
環
境
の
大

切
さ
を
国
民
全
体
で
再
確
認
し
、
年
に

一
度
、
低
炭
素
社
会
へ
の
歩
み
を
実
感

す
る
と
と
も
に
、
家
庭
や
職
場
に
お
け

る
取
組
み
を
推
進
す
る
た
め
の
日
と
し

て
、
平
成
20
年
度
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。 

夏
の
交
通
安
全
運
動 

７
月
11
日
B
〜
20
日
D

安
心
安
全
課 

防
犯
交
通
係
（
内
線
361
） 

ラ
イ
ト
ダ
ウ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン 

に
ご
協
力
を 

環
境
課 

環
境
保
全
係
（
内
線
216
） 
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市政トピックス 
 
※問合せは知立市役所 

TEL 0566－83－1111（代表） 
FAX 0566－83－1141 
E-mail : info@city.chiryu.lg.jp

    
　
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る
生
ご
み
の
堆
肥

化
と
ご
み
の
減
量
化
の
た
め
、
市
内
の
販

売
店
で
電
動
生
ご
み
処
理
機
等
を
購
入
し

た
場
合
、
左
表
の
と
お
り
生
ご
み
堆
肥
化

事
業
補
助
金
制
度
が
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご

活
用
く
だ
さ
い
。 

▼
申
請
書
提
出
先 

環
境
課
　
ご
み
減
量
係 

　保険料の納め方は、受け取る年金の
種類と金額によって異なります。 
　 
老齢・退職・遺族・障害年金が 
　年額18万円以上の人 → 特別徴収 
　年額18万円未満の人 → 普通徴収 

特別徴収の場合 ―――――――― 
　年金から、保険料が天引きされます。 
　4・6・8月分は、仮徴収通知書、ま
たは前年度の介護保険料納入通知書で
お知らせしましたが、7月中旬に1年間
分（4月～来年3月分）の確定した保険
料と年金から天引きされる額をお知ら
せします。 
　なお、今年の10月から特別徴収にな
る人は、4～9月分の保険料を納入書ま
たは口座振替で納めていただきます。 
※年度途中で65歳になった人や知立市
に転入してきた人は、年金からの天
引きができないため、普通徴収にな
ります。なお翌年度からは特別徴収
になります。 

普通徴収の場合 ―――――――― 
　7月中旬に今年度分の納入書または
口座振替通知書をお送りします。納期
は7月～来年2月の毎月です。 

《普通徴収の人は口座振替が便利です》 
口座振替の申込みは、市内金融機
関、郵便局または長寿介護課介護
保険係へ。 
※振替希望口座の通帳とその届け
出印が必要です。 

第1号被保険者号被保険者（6565歳以上）歳以上）の皆さんに介護保険料納入通知書介護保険料納入通知書を送付送付します 第1号被保険者（65歳以上）の皆さんに介護保険料納入通知書を送付します 
s問合せ　長寿介護課　介護保険係（内線148） 

■介護保険料の決め方 

第1号被保険者 65歳以上の人の保険料 

保険料は所得金額によって分かれます 
●65歳以上の人の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえ

るよう算出された、「基準額」をもとに決まります。 

●「基準額」は所得段階区分の「第5段階」の額にあたります。 

●その「基準額」をもとに、所得金額によって9段階の保険料に分かれます。 

※1 合計所得金額　「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた
額です。 

知立市の基準額　　　3,200円（月額） 

対象者 知立市の基準額 
×調整率 

所得 
段階 
区分 

保険料 
（年額） 

 
基準額×0.50 

 

 
基準額×0.50 

 

基準額×0.75  

 
基準額×0.85  

 

 
基準額×1.00 

 

基準額×1.15 
 

基準額×1.25 
 

基準額×1.50 
 

基準額×1.65

第１
段階  

第２
段階  

第３
段階 

 
第４
段階 
 

第５
段階  

第６
段階 

第７
段階 

第８
段階 

第９
段階 

生活保護受給者の人、老齢福祉年金
受給者で、世帯全員が市民税非課税
の人 

本人および世帯全員が市民税非課税で、
合計所得金額（※1）と公的年金等の
収入金額の合計が80万円以下の人 

本人および世帯全員が市民税非課税で、
第2段階対象者以外の人 

本人が市民税非課税で、世帯の中に
市民税課税者がいる人（公的年金等
の収入金額＋合計所得金額が80万円
以下） 

本人が市民税非課税で、世帯の中に
市民税課税者がいる人（公的年金等
の収入金額＋合計所得金額が80万円超） 

本人が市民税課税で合計所得金額が
125万円未満の人 

本人が市民税課税で合計所得金額が
125万円以上200万円未満の人 

本人が市民税課税で合計所得金額が
200万円以上500万円未満の人 

本人が市民税課税で合計所得金額が
500万円以上の人 

 
19,200円 

 

 
19,200円 

 

28,800円  

 
32,600円  

 

 
38,400円 

 

44,100円 
 

48,000円 
 

57,600円 
 

63,300円 

本
人
非
課
税

 

本
人
課
税

 

・電動生ごみ処理機　2分の1の補助（限度額20,000円） 
1世帯1基まで（買替え5年） 
・コンポスト容器　2分の1の補助（限度額3,000円） 
1世帯1基まで（買替え3年） 
・ぼかし専用容器　2分の1の補助（限度額1,500円） 
1世帯2基まで（買替え3年） 
※いずれも100円未満切捨てです。 

申請は、交付申請書、補助金請求書および領収書（原本）
を提出してください。（電動生ごみ処理機の交付申請には、
領収書以外に保証書の写しも必要です。） 

 
 
 

補助対象 
 
 
 

 
その他 

対　象 市内在住の人（市内の販売店で購入） 生
ご
み
堆
肥
化
事
業
補
助
金
制
度 

環
境
課 

ご
み
減
量
係
（
内
線
217 
・
218
） 
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市政トピックス 

　
新
編
知
立
市
史
第
一
巻
発
刊
記
念
と

し
て
、
先
代
か
ら
大
切
に
受
け
継
い
で

き
た
県
指
定
文
化
財
『
池
鯉
鮒
宿
本
陣

御
宿
帳
』
を
野
村
尚
次
さ
ん
（
内
幸
町
）

か
ら
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

            

　
知
立
市
は
江
戸
時
代
に
宿
場
町
と
し

て
制
定
さ
れ
、
大
名
や
公
人
・
貴
族
な

ど
が
利
用
す
る
宿
泊
施
設
「
本
陣
」
が

設
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
本
陣
の
主
が

備
忘
録
と
し
て
綴
っ
た
「
宿
帳
」
８
冊

は
江
戸
時
代
の
比
較
的
初
期
の
頃
の
ま

と
ま
っ
た
記
録
で
、
こ
の
当
時
の
本
陣

の
記
録
は
他
宿
に
も
あ
ま
り
残
っ
て
お

ら
ず
、
貴
重
な
も
の
と
し
て
県
の
有
形

民
俗
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。 

　
宿
帳
の
ほ
か
に
、
雇
わ
れ
て
い
た
人

た
ち
の
給
与
を
記
録
し
た
「
給
分
帳
」
、

大
名
家
の
手
紙
の
配
達
に
つ
い
て
の
記

録
「
御
状
箱
留
帳
」
、
高
札
（
時
代
劇

で
お
馴
染
み
の
お
触
書
な
ど
を
記
し
た

木
札
）
、
関
札
（
本
陣
に
宿
泊
す
る
大

名
の
名
前
が
書
か
れ
た
木
札
）
、
問
屋

場
印
（
宿
場
で
の
人
馬
継
立
て
の
役
所

の
公
印
）
も
一
緒
に
寄
贈
い
た
だ
き
ま

し
た
。 

             

　
こ
れ
ら
の
貴
重
な
資
料
は
、
歴
史
民

俗
資
料
館
で
保
存
・
活
用
し
て
い
き
ま

す
。 

▼
問
合
せ
　
文
化
課
　
市
史
編
さ
ん
係

（
1
（83）
６
７
８
９
） 

     
　
平
成
13
年
12
月
に
「
子
ど
も
の
読
書
活

動
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
愛
知
県
に
お
い
て
も
、

平
成
16
年
３
月
に
「
愛
知
県
子
ど
も
読
書

活
動
推
進
計
画
」
を
策
定
し
て
い
ま
す
。 

　
本
市
に
お
い
て
も
、
読
書
環
境
の
整
備

は
地
方
公
共
団
体
の
責
務
で
あ
る
と
い
う

法
の
理
念
に
基
づ
き
、
次
世
代
を
担
う
心

豊
か
な
子
ど
も
た
ち
を
育
成
す
る
た
め
に
、

す
べ
て
の
子
ど
も
が
あ
ら
ゆ
る
場
に
お
い

て
自
主
的
に
読
書
活
動
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
「
知
立
市
子
ど
も
読
書
活
動
推
進
計
画
」

を
策
定
し
ま
し
た
。 

　
詳
し
く
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
閲
覧
で

き
ま
す
。 

        

　
市
長
の
諮
問
を
う
け
、
保
育
行
政
に
関

し
必
要
な
調
査
お
よ
び
審
議
を
し
、
答
申

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。 

▼
応
募
要
件
　
市
内
保
育
所
入
所
児
童
の

保
護
者 

▼
募
集
人
員
　
２
人
（
応
募
者
多
数
の
場

合
は
抽
選
） 

▼
応
募
方
法
　
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
電

話
番
号
を
明
記
し
て
郵
送
ま
た
は
子
ど
も

課
へ
直
接
ご
応
募
く
だ
さ
い
。（
様
式
自

由
） 

▼
応
募
締
切
　
７
月
15
日
f
必
着 

▼
委
員
の
任
期
　
委
嘱
の
日
か
ら
調
査
・

審
議
が
終
了
し
た
と
き
ま
で
。 

※
第
１
回
審
議
を
８
月
上
旬
に
開
催
す
る

予
定
で
す
。 

▼
応
募
先
　
〒
472
―
８
６
６
６
（
住
所
不

要
）
知
立
市
役
所
　
子
ど
も
課
　
保
育
係 

       

　
任
期
満
了
に
伴
う
一
般
選
挙
を
行
い
ま

す
。 

▼
告
示
日
　
７
月
３
日
a 

▼
選
挙
期
日
　
７
月
10
日
a 

▼
選
挙
に
よ
る
委
員
定
数
　
13
人 

▼
立
候
補
の
届
出
・
場
所
　
告
示
日
の
午

前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
ま
で
に
市
役
所

３
階
第
１
会
議
室
へ
。 

池
鯉
鮒
宿
本
陣
由
来
の 

　
　
　
　
　
　
　
貴
重
な
史
料
を
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た 

こ
の
コ
ー
ナ
ー
は
「
ま
ち
づ
く
り
」
に
関
す
る 

様
々
な
情
報
を
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す 

知
立
市
子
ど
も
読
書
活
動
推
進 

計
画
を
策
定
し
ま
し
た 

図
書
館
（
1
（83）
１
１
３
１
） 

知
立
市
保
育
行
政
審
議
会
委
員

を
募
集
し
ま
す 

子
ど
も
課 

保
育
係
（
内
線
227
） 

知
立
市
農
業
委
員
会
委
員
一
般
選
挙 

市
選
挙
管
理
委
員
会 

　
　
　
　
　
　
（
総
務
課
内
　
内
線
365
） 
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市政トピックス 
 
※問合せは知立市役所 

TEL 0566－83－1111（代表） 
FAX 0566－83－1141 
E-mail : info@city.chiryu.lg.jp

 

平成23年度後期高齢者医療保険料納入通知書を送付します。 
7月中旬以降、 
　特別徴収対象者⇒「後期高齢者医療保険料額決定通知書・保険料特別徴収開始通知書」 
　普通徴収対象者⇒「後期高齢者医療保険料納入通知書兼領収書」が送付されます。 

保険料のお知らせをお送りします 

○特別徴収 
年金からの天引きです。ただし、年金の額が年間18万円以下の人もしくは介護保
険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は天引きとはなりま
せん。また、特別な事情により、年金天引きにならない人もいます。 
・納期（4月1日～翌年3月31日分を6期で割ります。） 

○普通徴収 
年金からの天引きとならない人については、口座振替や納付書等で個別に納めていただきます。 
（7月から9月までは普通徴収、10月からは特別徴収となる場合もあります） 
・納期（4月1日～翌年3月31日分を8期で割ります。） 

◎口座振替による納付の注意 
・口座振替は、以前国民健康保険税の口座振替をされていても、改めて後期高齢者医療保険料
の口座振替依頼書を提出しなければ口座振替されません。 
・後期高齢者医療制度に加入後、半年間程度は納付書か口座振替（要依頼）により納めていただ
きます。原則、年金天引きが可能な人は、口座振替依頼書を提出されていても、年金天引きが優
先されます。年金天引きによらず口座振替のみでの納付をご希望の場合は、市役所で「納付方
法変更申出書」の提出をお願いします。 

保険料の支払方法・納期 

1． 新しい保険証を郵送します 
現在皆さんがお持ちの保険証（藤色）の有効期限は7月31日です。8月1日から使用していただく保険証（オレンジ
色）を、7月中旬から下旬にかけて簡易書留郵便でお送りします。 
※簡易書留郵便では受け取るときに押印または署名が必要となります。配達時に不在の場合は、郵便受けに案内
が入りますので、郵便局に再配達の依頼をするか、直接受け取りに行っていただきます。 

2． 留置期間を超えた保険証は市役所に返還されます 
郵便局での留置期間（案内に記載されている期間）を超えると、保険証は国保医療課に返還されます。その場合は、
国保医療課の窓口でお渡ししますので、現在お持ちの保険証・印鑑を持ってお越しください。 

3． 住民登録地と異なる場所へ保険証の郵送を希望する場合は 
住民登録地と異なる場所へ保険証の郵送を希望する場合は、国保医療課へ申請が必要です。
（すでに『送付先変更申請書』を提出されている場合は、改めて申請する必要はありません。
また、保険証は郵便局への転送届では転送されません。） 
申請するときは、印鑑と本人確認のできるもの（保険証・年金手帳・運転免許証など）を持っ
て7月1日（金）～8日（金）までに国保医療課へお越しください。 

4． 保険証の回収にご協力ください 
有効期限が過ぎた後期高齢者医療被保険者証は回収しますので、市役所にお越しの際に国保医療課にご返却い
ただくか、下記施設の回収箱に投函してください。回収箱に投函できない場合は、ハサミ等で切って使用できな
いようにして廃棄してください。 
○回収箱のある施設（9月末まで）　市役所国保医療課、知立文化広場、福祉の里八ツ田（地域福祉センター）、福
祉体育館、西丘文化センター、リリオ出張所、昭和児童センター、図書館、保健センター 

後期高齢者医療制度保険証の更新 
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